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〈東京での研究会の発足とその活動〉  

昨年 6 月 15 日、東京で「業種別職種別ユニオン運動」研究会の発足記念

シンポジュームがもたれました。  

呼びかけは研究者と弁護士で、「企業内の努力では、安定した雇用や賃金

が期待できない労働者がますます増えています。非正規労働者や公務部門

の臨時職員、小売・飲食などの『ブラック企業』の職  。

月
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これまでの報告では、関西生コン支部から、昨年 12 月 12 日から 18 日の

ストライキ闘争後の大阪広域協同組合からの関生つぶし攻撃、それに雇わ

れるヘイトグループ、組合の反撃についての説明がありました。  

また、これまでの議論では、協同組合的発想について、大企業や中小企

業の労働組合、つまり企業別組合の延長としての労働金庫、全労災は住宅

資金等の金利や貸し出し条件がちがう。民間銀行や保険会社と同じで、出

発から協同組合の発想がない。介護職労働者の職種別ユニオンの必要があ

るが、組織化した経験はあるがことごとくつぶされた。非正規労働者の有

期雇用労働者の 5 年ルール、女性･パート労働者の組織化から業種別職種別

ユニオンの接点を見つけるのが難しい。産別協定や拡張適用、関西生コン

の組織についての活用の視点がいる等々。  

 

〈連絡会の発足を決める〉  

 6 月 22 日の準備の集まりで、以下の決定をしました。基本的確認は、東

京の研究を柱とするのではなく、関西は運動を柱としていくこととしまし

た。  

名称  

関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会とします。労働運動の再生に

向けた連絡会の発足を広く伝え、参加を呼びかけていきます。  

目的  

１、実際にやり始めている業種・職種別運動・交流の組織拡大を図ること。  

・「安心できる介護を！懇談会」（介護労働者の交流）。  

・トラック関連労組と経営者との懇話会。  

２、新に業種･職種の組合づくりの計画･労組間交流を図ること。  

・新たに業種･職種を設定し取り組みへ： IT・ SE 職、清掃労働者など。  

・参加労組の得意業種・職種への相談者の紹介。  

３、実践に役立つ研究･学習を計画すること。  

・独占禁止法をたてにする労働協約拒否の動き。  

・職安法 44,45 条に基づく労働者供給事業の理解の拡大と活用拡大。  

・労働組合活動に抗議行動（民事･刑事免責）に対する、仮処分･損賠、権

力弾圧。  

取り組み  

8 月 27 日に「介護労働者」に対する取り組みを計画する。  

事務局と運営委員会を設置  

事務局は 20 才台の木澤さん、20 才 30 才台の弁護士２名と年寄りの私で

す。  

                       （書記長  仲村実）  
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管理職ユニオン･関西  2018 年度  活動方針より  

１、はじめに  

（１）運動の基調は、昨年度の活動方針を継承します。  

・管理職ユニオン･関西は、結成から２０年が過ぎました。昨年度から原則

として管理職･中高年令労働者を組織対象とし、低所得の正社員労働者か

らの相談、加入に当たっては、関西ユニオンを紹介しその組織拡大に協

力しました。  

・この方針は、関西ユニオンと連帯労組関西クラフト支部との団結・合流

の努力に協力するというものです。その他の個人加盟ユニオンとも可能

なところは、団結を呼びかけて行こうというものです。そして、若手の

専従活動家育成、増員について計画的取り組みを始めています。  

・すでにコミュニティユニオン運動の限界として、いわゆる解決型ユニオ

ンの組織規模の限界、貧弱な財政と専従体制、後継者困難がはっきりし

てきています。その克服策として、団結･合流によって器を大きくし、未

組織労働者の組織化のため専従体制と後継活動家の育成が重要となって

います。  

（３）関生型運動の全国化、「業種別職種別ユニオン運動」研究会に協力し

ます。  

・貧困・格差と闘う「業種別職種別ユニオン運動」研究会が、６月１５日

に東京で結成されました。関西での準備活動の開始にも協力します。  

・関西生コン支部が勝ち得た政策闘争の成果に学び、企業内労働組合に変

わる産別、業種別職種別組織を目的意識的に追求する活動に参加してい

きます。  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【この連絡会への参加の経緯】  

大阪労働学校アソシエ事務局長の木澤です。去年から東京の「業種別職

種別ユニオン運動」研究会を中心的な呼びかけ人である木下武男さんが講

義に来ていたので、その流れで関西での準備会への参加を呼びかけてもら

いました。  

大阪労働学校アソシエは、哲学、政治経済学などの「ものの見方考え方」

を学ぶ講座や社会運動論、労基法などを学ぶ労働運動基礎講座と、木下さ

んの労働組合の歴史を学ぶ講座や全港湾山元さんの労働運動理論講座、

様々な系統的、理論的な講座を用意しており、労働運動・協同組合運動と

連携して、新しい時代の変革を担う主体の育成し輩出する研鑽の場です。  

～特集～  

関西｢業種別職種別ユニオン運動｣連絡会  

事務局員になりました  
                             Ｋ  



 

6 

 

「業種別職種別ユニオン運動」連絡会では、具体的課題を分析し、そこ

から可能な実践を引き出していく試みや、関生や全港湾などの産別の運動

を一般化し、他の業種へ広げていくような実践的・運動的な取り組みがで

きればと思います。東京の研究会は関生型運動や産別の運動に賛同する研

究者や弁護士の方々の呼びかけで始まったと聞いていますが、関西では、

準備会の段階から労働運動の活動家のネットワーク的な面があり、それぞ

れの組合が、今何を課題とし、どう取り組んでいるのか共有し、連携をと

っていくような特色がありました。そういうわけで名称も研究会ではなく

連絡会となっていますし、この連絡会のネットワークを拡大していく中で

実際の運動の中でも、様々な共闘の枠組みができていくようになればと期

待しています。  

 

【関生型運動について】  

この夏、去年に続いて労働学校では全国の学生を集めて合宿を行いまし

た。そこで今の若い学生が武委員長のお話を聞く機会があったのですが、

関生型運動の産業政策闘争や労供事業、「一面闘争、一面共闘」により中小

企業の連帯と自立を労働組合が支えつつ協同組合運動を推進してきたこと、

「他人の痛みを自分の痛みに」「一発やられたら三発返せ」、一人の仲間の

ために全員で闘う関生魂の話を聞き、「関生すげえ」、「武委員長かっこいい」

とみんな関生と武委員長のファンになって帰りました。今の若者は既存の

組織に入りたがらない、運動に拒否感を持っていると言われますが、展望

をもって闘っている運動には今の若者でも共感するということを実感しま

した。  

 

【自らの役割・期待】  

今の若者世代は、貧困であること一生涯宿命づけられた“貧困世代”と

言われています。年功序列・終身雇用といった日本型雇用制度が破綻し、

先が見えない中、ギリギリ生きていけるだけの生活を維持するのに精一敗

な労働条件 (非正規・長時間低賃金労働の増加 )と働きたくても普通に働く

ことを許さず短期間に使い捨てるブラック企

業の蔓延といった労働市場の劣化など、かれら

を取り巻く労働環境は最悪のものです。今こそ、

若者世代に労働組合が働きかけ、組織すること

が必要であり、若者世代も労働組合を求めてい

ると言えます。同じ若者世代として、今、学生

ユニオンの結成や非正規層の組織化などに取

り組んでいこうと考えていますので、また関西

「業種別職種別ユニオン運動」連絡会で報告・

提起させていただけたらと思います。  
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 関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会

の主催で、 8 月 27 日午後 6 時半から、エル

おおさかで、「介護業界の業種別運動に学ぶ」

という集会が開催されました。正確に言うと、

集会といよりは会合に近いものであったよ

うです。参加者は 20 名程でしたが、ほとん

どの方が労働運動などに取り組んでおられ

る方で、活発な意見交換が行われました。  

 集会では主催者の趣旨説明と挨拶のあと、ＮＰＯみなとのＯさんから「介

護保険制度の経緯と問題点」と題する報告があり、この間介護保険制度が

どんどん改悪され、介護が必要な人が介護を受けられない状態が広がって

いること、良心的な介護を行っている事業者がどんどん倒産に追い込まれ

ていることなどが報告されました。また、介護利用者が増えれば増えるだ

け保険料が跳ね上がって行く形になっている制度設計そのものに問題があ

り、税金を投入すべきことも指摘されました。  

 続いて、ケアワーカーズユニオンのＴさんから「介護労働者の現状につ

いて」と題する報告がありました。ケアワーカーの人材不足、その原因と

しての低賃金と過重労働、職場における労働基準法違反の横行などについ

て具体的な話があった後、この間の介護保険制度の改悪がこうした状況に

拍車をかけていることが指摘されました。また、人材不足への対応として、

政府が外国人労働者の導入を進めているとのことでした。そして、こうし

た状況を打開するためには、企業を超えて横断的に・社会的に団結しなけ

ればならないと強調されました。  

 その後議論に移ったのですが、活発な意見交換が行われました。色々な

意見が出ていたので、とてもまとめきれませんが、私の印象に残ったのは、

ケアワーカーをいかに組織化するかという議論でした。自分の労働条件の

不満だけを言う人は転職していく人が多い。そうではなくて、介護という

仕事にやりがいを感じ、より良いケアを行いたいと考えている人が、労働

組合を作って職場を改善しようとしていることが多い。だから、ケアワー

カーの組織化は、単なる労働条件の改善ということに留まらず、利用者や

その家族、そして地域住民との連携なども視野に入れて取り組む必要があ

るということが議論されていました。また、韓国におけるケアワーカーの

組織化の紹介なども行われました。約 1 時間の議論で、話は尽きないよう

でしたが、会場の関係もあるため終了となりました。  

～特集～  

集会「介護業界の業種別運動に学ぶ」  
ＫＵ書記長  大橋  
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滋賀県警の不当逮捕に抗議。権力弾圧に屈するこ

となく、運動を前進させる決意をあらためて表明  

抗  議  声  明  
 
８月２８日、滋賀県警刑事部組織犯罪対策課は、当組合関西地区生コン

支部の武建一執行委員長のほか支部役員２人の計３人を不当逮捕したうえ、
大阪市内の関西地区生コン支部事務所などを家宅捜索した。  
 これは、湖東生コン協同組合による恐喝未遂容疑として滋賀県警が捜査
中の事件の一環のようである。７月１８日に同協組の理事ら４人が逮捕さ
れ、３人が８月８日に起訴された。さらに８月９日には同協組理事長、同
協組登録販売店支店長、関西地区生コン支部役員の３人が逮捕されている。
この事件では、昨日の不当逮捕で、事業者が６人、当組合の役員が４人が
逮捕されたことになる。  
 一連の事件では、昨年３月～７月、東近江市で建設中だった清涼飲料水
メーカーの倉庫建設工事において、湖東生コン協同組合が、施工業者であ
るゼネコンに対し、工事に使用する生コンは同協組から購入するよう働き
かけたとされる。  
 先に８月１０日付声明でも述べたとおり、この滋賀県警の捜査は予断と
偏見にもとづくものといわざるをえない。生コン業界においては、中小企
業である生コン業者らが中小企業協同組合法にもとづく協同組合を組織し、
この協同組合による共同受注・共同販売事業によって、力関係で優位に立
つゼネコンとのあいだで対等かつ適正価格での取引を可能にし、それによ
って生コンの品質も確保されてきたからである。労働組合は組合員の雇用
と労働条件確保のために協同組合の活動に協力してきた。中小企業団体の
正当な営業活動やこれに協力する労働組合の正当な組合活動を敵視する強
制捜査は断じて容認できない。滋賀県警は、業者に対し「関生と手を切れ」
といい、組合員には「組合加入の動機はなにか」などと不当労働行為の職
権乱用をおこなっている。  
 しかも、今回も大阪広域生コン協組の関係者とレイシスト集団が警察の
捜査とほぼ同時刻に現れ、かれらは警察からの情報漏洩をあからさまに匂
わせている。各府県警察が、大阪広域協組とレイシストの労働組合攻撃に
便乗し不当な権力弾圧を加えていることはあきらかであり、到底許される
ものではない。  
 この弾圧は、大企業の収奪とたたかい、沖縄基地撤去、原発再稼働阻止、
戦争法・共謀罪阻止、憲法改悪反対を求め、安倍内閣と真正面からたたか
う労働組合への弾圧にほかならない。  
 政治の私物化に異議を唱える者を力づくで押しつぶすファッショ的手法
が戦争につながるものだということは歴史が教えている。  
 われわれは不当な弾圧に屈することなく、運動を前進させる決意をあら
ためて表明するものである。  

以  上  
 
２０１８年８月２９日  
 
全日本建設運輸連帯労働組合  中央執行委員長  菊池進  
全日本建設運輸連帯労働組合  近畿地方本部  執行委員長  垣沼陽輔  
全日本建設運輸連帯労働組合  関西地区生コン支部  執行委員長  武建一  

 

連帯ユニオン関西生コン支部への不当な弾圧が続いています。

連帯ユニオンが抗議声明を発表しましたので、転載します。  
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 8 月 26 日（日）午後 1 時から、学働館において、関西ユニオンと関西クラフト支

部との合同執行委員会を開催しまし、統合後の規約案・組合費案・運動方針案を決

定しました。ＫＵ組合員の方には、今回の機関誌に同封しますので、是非目を通し

ておいてください。また、 9 月末までに統合後の予算案と役員推薦案も決定する予

定にしています。その他、それぞれ異なる出自を持つ組織が統合するのですから、

解決カンパその他のカンパの在り方、支出についての考え方、その他色々と調整し

なければならないことがあると思いますが、実際にやってみないと分からないこと

もありますので、こうしたことについては引き続き協議を行うとともに、動きなが

ら調整を進めて行く予定です。  

 ともあれ、組合員の皆さんの中でも、「動きが良く分からない」、「どうなるのか不

安」という方もいらっしゃると思います。そこで、組合員向けの説明会を開催する

ことといたしました。是非、ご参加ください。また、連帯ユニオン関西クラフト支

部との合同の取組みも引き続き行っていますので、そちらにも積極的にご参加いた

だくようお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～関西ユニオンと連帯ユニオン関西クラフト支部との統合に向けて～  

合同執行委員会で統合後の規約案・組合費案・運動方針案を決定！  

組合員向けの説明会にご参加を！ 

●組合員向け説明会  

9 月 29 日（土）14 時～    ＠組合事務所  

10 月 20 日（土） 14 時～   ＠組合事務所  

  いよいよ統合に向けてスタートです。是非、ご参加ください。  

●共同の取組み  

9 月 13 日（木） 18 時～  天王寺駅前  ハマキョウレックス街宣  

（同日 17 時～四天王寺で争議中の会社に対する街宣も実施、そちらもよろしく！）  

9 月 22 日（土） 15 時～組合事務所  映画上映会「 12 人の怒れる男」 

9 月 26 日（水） 18 時～  天王寺駅前  ハマキョウレックス街宣  

（同日 17 時～四天王寺で争議中の会社に対する街宣も実施、そちらもよろしく！） 

その他、団体交渉の相互参加や争議の相互支援などにも積極的に取り組ん

でいく予定です。実際に一緒に動いてみないと分からないこともあります。

まずは行動を！  
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エフジーエー・ラボラトリーズ（株）は食品添加物メーカーです。．私は、

そこで研究開発職として 6 年ほぼ在籍しておりました。退職理由は自律神

経失調症を患ったためであり、現在は傷病手当金を受給しながら生活して

おります。時間外労働時間は多い月で 100 時間ほどでしたが、エフジーエ

ー・ラボラトリーズ（株）側は，「裁量労働制をとっているため、残業代は

固定賃金に含まれる」と主張し、支払われませんでした。  

 そして、労働審判を行い、40 万円で和解する話になりましたが、エフジ

ーエー・ラボ

ラトリーズ

（株）側が不

服申し立てを

してきたため、

大阪地裁にて

裁判を行うこ

とになりまし

た。1 度目の裁

判が 2018 年 7

月 4 日に行わ

れ、2 度目の裁

判が 2018 年 8

月 8 日にあり

ます。  

 また、エフ

ジーエー・ラ

ボラトリーズ

（株）前にて

ビラ巻きを行

いますのでぜ

ひともご参加

いただけたら

幸いです。  

 最後に、毎

日新聞 2018年

6 月 30 日に働

き方改革につ

いての記事が

ありました。

私も取材を受

けましたので、

ここに添付し

ます。  毎日新聞朝刊  2018 年 6 月 30 日（土）（四角の囲みのところです）  

 

エフジーエー・ラボラトリーズ（株）経過  
ＫＵ組合員Ｉ  
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下記の通り、大阪府労働委員会より、平成 30 年 7 月に命令が出ました。  

「被申立人（パナソニックハートファーム /パナ 100％子会社）は平成 29

年の 1 月 6 日に申し入れた団体交渉に応じなければならない。」 以下に、

簡単に経過を説明させてください。  

平成 28 年 12 月 26 日に、管理部長（取締役）から、約 1 か月前の納品

ミスに関するメールが来たのが始まりでした。九州にある納品業者の納品

ミスが原因なのですが、管理部長は直接関与していないにもかかわらず、

すべて人から聞いた内容で、事実を確認せず、嫌がらせのメールを創作し

ました。そのメールは私の人格を傷つける内容でした。更に、そのメール

は私の業務とは直接関係の無い社員にまで送信されていました。  

直ぐに、組合事務所に駆け付け、仲村書記長に相談し、職務上の地位を

背景とした業務の適正な範囲を超えた精神的・肉体的に苦痛を与えるもの

で、パワーハラスメントに該当するとして、出向先の職場環境改善のため、

出向先の会社へ団体交渉を申入れました。  

しかしながら、出向先会社は、メールは事実であり、日常的な業務指導

に該当するとして、団交及び再団交の要求にも全く応じず、拒否してきま

した。  

そこで、組合として、平成 29 年 2 月に大阪府労働委員会に申立を行い、

書面の遣り取りを何度も行い、証人尋問、反対尋問等を行い、約 1 年半の

歳月を経て、今回の勝利報告となりました。  

この間、書面の作成に、また、証人尋問の内容やその打合せにと、ご尽

力頂いた仲村書記長に感謝いたします。そして、これまで団交にご参加い

ただき、ご協力いただいた組合員の皆様に感謝いたします。  

また、今後の活動ですが、親会社のパナソニック㈱に対し、新規で、 2

件を労働委員会へ申請しました。  

1 件は不誠実団交救済の件、親会社のパナソニックと団交を行っても、

これまで三洋電機で行っていたメンバーと変わらず、協議事項が、一歩も

前に進みません。組合の要求しているパナソニック出身の人事責任者は一

度も出て来たことがありません。労働委員会でもパナソニック出身の人事

責任者はこれまで一度も出てきていません。  

もう 1 件は、労働委員会の証拠書面として提出された捏造証拠の件です。

会社は、表題の勝利した労働委員会で有利に進めるために、尋問終了後に、

代理人弁護士が弾劾証拠を提出してきました。この証拠書面を作成したさ

れる本人は、そんな書面は知らないとはっきりと答えました。私はその書

面をコピーして渡したのです。労働員会で、証拠の原本を要求しています

が、未だに提出されません。  

 

このような不正行為を行ってまでも、会社幹部の権力を守り、組合員・

組合に不利益を与える会社に対し、組合の協力を得て、労働委員会に加え、

様々な活動を行って参りますので、これからもご支援ご協力をお願いする

次第です。  

労働委員会 勝利報告    Mr.F  
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ＭＵ関西に加入してから 14 年が経ちました。その間、数回団交を行いま
したが、大きな成果につながるようなものではありませんでした。 8 月中
旬で定年、その後は再雇用で嘱託社員として継続して同じ企業、職場、職
種で働き続ける事になりました。今回、 5 月からその再雇用後の給与につ
いて 3 回団交を行いました。  

会社からの再雇用後の給与提示は 60 歳以前の 6 割強（基本給）、年収で
は 6 割を下回る、住宅手当、家族手当を削除する内容でした。この提示に
対し、組合として基本給を上げる、定年以前と同じ手当を支給する、年間

休日を定年以前より 2 割増やすなどの要求をしました。  
計 3 回の団交では仲村書記長、Ｈさん、ＫＩさん、Ｏさん、ＫＯさん、

Ｆさん、Ｍさんに参加して頂きました。会社からの参加はいずれの回も人
事課長、総務部社員、弁護士（東京からわざわざ出てくる）の 3 名。結局
3 回の団交でも基本給がほんの少しアップはあっただけで納得できるもの
ではありませんでしたが、65 歳まで仕事の確保と現在の世間一般の定年後
の再雇用ではこれくらいの給与の企業が結構多いと判断して 1 年契約の繰
り返しで 65 歳までの雇用を確実にすることにしました。  
 団交を繰り返すうちに会社は各社員の給与基準を相当いい加減に決めて
いる、再雇用の際の給与、手当の決定方法、タイミングも裁判判例（長澤
運輸、ハマキョウレックスの最高裁判決）などを参照にしようともしてい

ないずさんな総務体制であることが見えてきました。  
65 歳までの雇用で 1 年契約の更改を繰り返すのであればまだ 4 年間の団

交を続けることができます。その間に会社の総務人事的なミスが露わにな
ることもあり得ますのでそれまでは小さいことでも厭らしく団交を続けて
いこうと思っています。  

仲村書記長、前述の団交に参加支援をして頂いた組合員の方々には大き
い成果を報告できず申し訳ありませんがこれからも引き続きのご支援をお
願いいたします。  
 
＊後日、再雇用契約書に署名捺印後に人事課長に提出したのですが、会社
側弁護士からクレームが入り、契約書の再提出を求められました。団交の

場で話していたことと異なる内容を会社側弁護士が主張してきたためです
ので、仲村書記長が会社側弁護士に猛抗議、私は人事課長を厳しく叱責（職
場フロア全体に響き渡る声で）してあげました。結局、その後に会社側弁
護士から FAX 回答されてきた会社要求内容でも特段問題はなさそうで再度
署名捺印して提出したのですが、契約書の提出期限が会社側弁護士と人事
課長の言が異なるなどまったく信用のならない相手であることがよくわか
りました。  
 

それから 2 週間が過ぎました。人事課長は私の前に姿を現しておりませ
ん。私の所属部署にも顔をみせていないようです。叱責されたためでしょ
うか、私のいるフロアには来たくないようです。「舐めとったら承知せん

ぞ！」という気持ちです。これからも会社とは緊張感をもって対峙してい
きたいと思っております。  

定年（60 歳）再雇用契約について団交しました  

組合員Ｋ．Ｍ  
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 幸聖福祉会は特別養護老人ホームや居宅介護支援事業を営む法人である。
ここで、ケアマネージャーとして仕事をしていたＡさんが、この 5 月末で
退職を余儀なくされた。  

Ａさんの話では、この法人が営む特別養護老人ホームにおいて虐待疑惑
が次々と発生したため改善を求めたところ、「施設内を嗅ぎ回るな。Ａのイ
メージがとても悪い。本体の特養を動かしている上に対して意見するのは
おかしい。退職を考えるなら早めにすればよい。」等と言われたとのことで
ある。Ａさんはこうした職場環境に耐えられず退職することを決めたが、
泣き寝入りは出来ないと思い、関西ユニオンに加入し、法人の責任を問う

決意をした。  

6 月 8 日、第 1 回目の団体交渉。しかし、その時法人側として出席した
のは、弁護士 1 人と社労士 1 人だけであり、法人理事長は無論、理事や職
員は誰も参加しないという状況だった。組合はこれに強く抗議したが、法
人代理人弁護士は「自分が権限を委任されている。次回以降も理事長が参
加する予定はない。」等と開き直る始末であった。このため、交渉はほとん

ど進まず、短時間で終了。組合は第 1 回団交の 3 日後、6 月 11 日に大阪府
労働委員会に不当労働行為救済申立てを行った。求める救済の内容は、以
下の通りである。  

１  被申立人は申立人との団体交渉に、代表者ないし協議事項について相応の決

裁権のある地位にある理事や職員を参加させ、誠実に交渉に応じなければなら

ない。  

２  被申立人は、本件命令後速やかに下記の文書を縦 1 メートル、横 2 メートル

の白色木板に明瞭に墨書し、申立人の見やすい場所に 2 週間掲示しなければな

らない。  

 

 

 

 

 

 

 

 8 月 2 日、第 2 回団体交渉。この時も、法人側出席者は弁護士 1 人と社
労士 1 人だけであった。組合は、これでは交渉が成立しないとして、次の
団体交渉には理事長が出席することを確約することを求めた。これに対し、
弁護士が「理事長に相談しないと回答できない」等と言い逃れしようとし
たため、組合はその場で理事長に架電し、約束を取り付けるよう要求。そ
の結果、9 月 10 日に第 3 回団体交渉を開催すること、その際は理事長が出
席するとの確約を得た。  

 

 ようやくこれから交渉が始まるという段階ではあるが、ふざけた対応を
してきたことについては、それなりのつけを払わせたいと考えている。最
近弁護士がしゃしゃり出てくる団交がやたらに増え、今回のように弁護士
しか出てこないケースまで出てきた。こんなことを黙認していれば労使交
渉は成り立たなくなる。それゆえに、こうしたケースは絶対に許してはな
らないと考える。              （ＫＵ書記長  大橋）  

幸聖福祉会  団交に弁護士と社労士だ

け？！  

当法人は 2018 年 6 月 8 日関西ユニオンと団体交渉を行いましたが、法人側か

らは代表者や理事、職員は誰一人参加せず、交渉について弁護士に一任しまし

た。こうした対応は不誠実団交にあたり、正常な労使関係構築を阻害するもの

でした。当法人は、関西ユニオンに対して深くお詫びするとともに、今後は代

表者もしくは協議事項について相応の決裁権のある地位にある理事や職員が団

体交渉に参加し、誠実に交渉に応じることを誓約いたします。  
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 ニューフェイス 47 号に、非正規労働者の待遇についてのアンケートを
同封しました。まだ、回答者は 6 名と少ないのですが、結果を報告します。  

 まず、 6 名の回答者の内、非正規社員が 4 名、定年後再雇用のために非
正規となる人が 2 名でした。  

この内、ボーナスがあると答えた人は 0 名、ボーナスはあるが正社員よ
りは少ないと答えた人が 1 名、寸志があると答えた人は 3 名、ボーナスが
ないと答えた人は 2 名でした。  

また、正社員には支給されていて、非正規社員には支給されていない手
当について、あると答えた人は 4 名、分からないと答えた人は 2 名でした。
あると答えた人では、皆勤手当、住宅手当、扶養手当、年末年始手当が具
体的に挙げられていました。  

また、正社員にはあって非正規社員にはない休暇について、あると答え
た人は 3 名、分からないと答えた人は 3 名でした。あると答えた人では、
夏季休暇、冬期休暇、病気休暇、慶弔休暇、が挙げられていました。  

そして、最後に手当や休暇等について、正社員と同等に扱うよう会社に
要求したいかという設問に対しては、要求したいとの回答が 3 名、どちら
とも言えないとの回答が 3 名でした。  

 まだ回答数が少ないので何とも言えませんが、ハマキョウレックス最高

裁判決に照らしても、非正規に対する不合理な差別が横行しているのは間
違いないと思います。きちんとした形で要求すれば、皆勤手当や慶弔休暇
などはまず認められるものと思います。また、その他の手当や休暇につい
ても、実態からみて不合理であれば、認められるものも少なくないと思い
ます。  

 関西ユニオンには非正規で働いている組合員が大勢います。ですので、

可能な限り組合員の声を汲み取り、来年度春闘では非正規社員に対する不
合理な差別をなくすべく、どんどん団体交渉を行っていきたいと考えてい
ます。  

 アンケートについては引き続き回答をお待ちしていますので、どんどん
回答ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非正規労働者の待遇についてのアンケート  

結果の中間報告  

通勤手当なし  

給食手当なし  

無事故手当なし  

作業手当なし  

皆勤手当なし  

ハマキョウレッ

クス最高裁判決  

給料が増えた！  

通勤手当全額支
給  

給食手当支給  

無事故手当支給  

作業手当支給  

皆勤手当有  
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8 月 18 日 (土 )14 時より前回

と同様、JR 三ノ宮駅近くの勤

労会館にて行われました。KU

から 2 名、関西クラフト支部

から 1 名の初参加者 3 名を含

めて計 14 名の参加者がありま

した。お盆明けの暑い中、多

くの参加をいただきましてあ

りがとうございます。  

学習会は仲村書記長より

「不当労働行為」をテーマに

進められました。  

不当労働行為とは、労働組合法第 7 条（ 1945（昭和 20）年 12 月 22 日

に制定）に違反した行為を言い、具体的には以下の内容が挙げられます。  

 

・組合員であること、組合に加入したこと、労働組合の正当な行為をし

たことにより解雇や不利益取り扱いを受けた場合等（第 1 号違反）  

・労働者代表との団体交渉を拒否した場合（第 2 号違反）  

・組合結成・運営に対する支配、介入（第 3 号違反）等。  

 

この不当労働行為の対象には前提があり、使用者に組合加入通知を出し

ている事です。つまり、組合員であっても会社に通知しなければ不当労働

行為の対象にならないのです。  

上記のような不利益を救済する機関としては、都道府県に設置された労働

委員会があり行政裁量により、団結権侵害からの原状回復が可能か不可能

かの判断がなされます。  

現在、労働委員会で争っている組合員はもちろんの事、争っていない組合

員にとっても今後、起こりうる紛争に対する備えが必要だと感じました。  

 その後、当組合員における実際の事例を元に説明いただき詳しい内容・

経緯等を学び、最後に救済申立書の例文を学んだところで時間となり学習

会は終了となりました。講師を務めていただいた仲村書記長、ご解説あり

がとうございました。  

 終了後は JR 三ノ宮駅周辺で先日、最高裁で判決のあったハマキョウレ

ックス事件のティッシュとビラを配布し、街行く通行人に対する周知活動

を行いました。  

 

 第 15 回の交流会は秋ごろを予定しています。日程や学習会の内容等は

未定ですが、前回・今回ともに 10 名以上の参加をいただきました。未参

加の方は是非ご参加下さい。ひと時ですが満足していただけるかと思いま

す。多くのご参加をお待ちしております。  

 

第 14 回兵庫県組合員交流会報告 
                    MU 執行委員  Ｋ  
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組合学習会のとき組合員のＢさんから次のような鋭い指摘がありました。 

「満州国を語るとき、石原莞爾、甘粕正彦は最重要人物として挙げられ
るが、里見甫は知名度が低すぎる」  なるほど、まったくその通りです。
1932 年中国大陸に忽然と満州国を出現させたのは石原莞爾であり、その背
後で工作に従事したのは甘粕正彦と里見甫です。  

「なので、名著紹介で里見甫を取り上げてくれ」  了解しました。  

というわけで、この二冊を紹介することにしました。  

①「阿片王  満州の夜と霧」佐野眞一著  

 ルポルタージュです。佐野眞一氏はルポルタージュライターとして定評
があります。  

②「其の逝く処を知らず」西木正明著  

 小説です。言うまでもなく小説とはフィクションであり、里見甫の伝記
小説です。  

里見甫（ 1896～ 1965）の略歴は次の通りです。  

小倉生まれ、福岡の修猷館中学卒業、上海の東亜同文学院に入学、卒業
後、京津日々新聞に勤め、張作霖と単独会見を行う、関東軍参謀板垣征四
郎、石原莞爾と知り合う、国民党の郭沫若、蒋介石と太いパイプができる。
1932 年満州国を出現させるにあたり、甘粕正彦とともに特務活動を行う。

1937 年上海、参謀本部第 8 課（宣伝謀略部）の影佐禎昭課長から阿片売買
を依頼され宏済善堂の運営にあたる。いわゆる里見機関を設立し上海での
阿片売買を仕切り、その利益は関東軍の戦費に充てられ南京の汪兆銘政権
にもまわされた。また、里見機関は関東軍が極秘に生産していた満州産阿
片（熱河省阿片）や日本軍が生産していた海南島阿片も取り扱い、ここで
青幇の杜月笙・盛文頤や笹川良一、児玉誉士夫などとの黒い人脈が形成さ

れる。なお、中国名は李鳴といった。  

1946 年 3 月東京に潜伏していたところを GHQ に逮捕され、A 級戦犯容
疑者として巣鴨プリズンに収容される。1946 年 9 月極東国際軍事裁判に出
廷して証言、同月不起訴となり無条件で釈放される。
1965 年死去。千葉県の総寧寺に葬られる。曲亭馬琴の

「南総里見八犬伝」ゆかりの地である。  

 墓石には、岸信介の揮毫により、ただ一言『里見家
の墓』とあるだけ。墓碑銘は次のとおり。  

 

凡俗に墜ちて  凡俗を超え  

 名利を追って  名利を絶つ  

 流れに従って  波を掲げ  

 其の逝く処を知らず  

 

『阿片王  満州の夜と霧』『其の逝く処を知らず』   
組合事務所書架にあります。  

 

 

～名著紹介～  

『阿片王  満州の夜と霧』  佐野眞一著  新潮社  

『其の逝く処を知らず』 西木正明著  集英社文庫  
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8 月 16 日から 20 日にかけてベトナム社会主義共和国を
阪急トラピクスのツアーで旅行しました。今回はお子さん
連れの家族が多いツアーでいつになく年齢若めで、終始明
るく賑やかな感じの楽しい旅行でした。昔なら社会主義国
に子供を連れていくなんてなどと言われそうなものです
が、今のベトナムは明るく活気のある若者の国で、治安も
良さそうです。まさに社会主義国に対するイメージが劇的
に変わる国ベトナムといった感じです。  

初めて乗るベトナム航空でホーチミン市のタンソンニ
ャット国際空港へ。空港は白を基調とした質素な内装。荷
物の受け取りが他の数便と一緒に一つのレーンに出てき
て、アバウトな印象。現地ガイドのマオさん（男性）がバ
スで総勢 21 人を市街中心へ案内。気候はセブやマニラに
近い感じで暑さも許容範囲。  空港が中心街から 30 分ほどの近いところ
ですごく快適です。統一会堂を門前から観たあと、サイゴン大教会（聖マ
リア教会）と中央郵便局を見学します。独立の英雄ホーチミンの肖像画（写
真）がなかにかかっています。  
 観光客が誰でも来るドンコイ通りにはシャネル、ルイヴィトン、ベルサ
ーチほか世界中のブランドが集まっています。人民委員会庁舎前を通って
ウィンコムセンターからレタイントン通りを隔てたパークソンセンターの
中にあるアジアンホテルにチェックイン。バスに乗ってすぐの NHA HANG 
CO NGN で夕食。バインセオ（べトナム風お好み焼きでチヂミよりあっさ
りしてる）、ゴイ・クォン（生春巻き）、ミエンガー（春雨のスープ）、ジャ
コ天（日本のジャコ天にパクチー風味）、ライス（インディカ米のようなの
ですが粘りがあり美味しい）、ぜんざい（食感は日本のぜんざいだけど風味
が少し違います）。  
 翌 17 日は天后宮、福海寺、ベンタン市場（クーラーがなくて暑かった
けど、魚屋さんの前はさすがに氷とか並べてあって涼しかった。ナマズ系
の魚の種類が多くて美味しそう。今度来たら食べてやるぞ）を回ってお約
束（阪急トラピクスと提携）のトンボの雑貨屋さんに連れていかれました。
３F のドリンクが飲める休憩室兼売り場でガイドのマオさんと 2 人きりに
なったので、これ幸いにベトナム文字や歴史について質問攻めにしちゃい
ました。  
中国や日本、韓国についても本音で語ってくださいました。他のツアー

参加者の方々も上がってこられてからはガイド役に戻って場を盛り上げて
いくマオさん。いいガイドさんに恵まれました。昼食は牛肉のフォーと焼

き春巻き。ヌックマム（魚醤。しょっつるやナンプラーと
も違うけど美味しい）をつけて食べると最高！  
 午後はメコン河下流の町ミトーでメコン河クルーズ。茶
色く濁った水が滔々と流れて大迫力。中州の島に渡り蜂蜜
農家でロイヤルゼリーを買いました。蜂は放し飼いでいっ
ぱい飛んでくるので怖かったです。「刺さないから大丈夫」
なんてお嬢さんが言うんだけどやっぱ怖いよ＾＾；  竜眼、
ドラゴンフルーツ、マンゴー、スイカ、パイナップル、ボ
ンタン（そう聞こえたんだけど）、ミニトマトのようで全
然違う不思議な果物などをいただきました。小舟に乗り換
えて狭い水路を行きます。（写真）いかにもベトナムらし
い風情！！  

次回はいよいよハロン湾クルーズ！  お楽しみに！！  

Mr.K のあれこれエッセイ第 35 回  

ベトナム ホーチミン市の旅！ 
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新入組合員学習会  
入門編では、労働者はどんな権利を持っているのか？  労働組合はどん

な権利を持っていて、何ができるのか？  団体交渉の進め方など、さしあ
たりすぐに知っておいた方が良いことを中心にレクチャーします。応用編
では、職場での組合活動、労働条件改善、不当労働行為などについてレク
チャーする予定です。新入組合員の皆さんはもちろん、そうでない方もど
んどんご参加ください！  

新入組合員学習会（入門編）  9 月 8 日（土） 14 時～  ＠組合
事務所  
新入組合員学習会（中級編）  9 月 28 日（金）19 時～  ＠組合

事務所  

 次回の新入組合員学習会では、裁判継続中の組合員に集まってもらって、

経験等を語ってもらおうと考えています。裁判は 1 年半から 2 年もかかる
長く苦しい戦いとなります。そして、生まれて初めて裁判をやるという人
も少なくないかと思います。不安や悩みも少なくないでしょう。そこで、
現在裁判継続中の人や、裁判をやったことがある方で経験を共有してもら
う予定です。裁判をやっていない方、やったことが無い方も是非ご参加を！  
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映画を観よう！（連帯ユニオンクラフト支部との合同企画）  

○上映会「 12 人の怒れる男」（監督  シドニー・ルメット） 

父親殺しの罪に問われた少年の裁判で、陪審員が評決に達するまで一室

で議論する様子を描く。 法廷に提出された証拠や証言は被告人である少年

に圧倒的に不利なものであり、陪審員の大半は少年の有罪を確信していた。

全陪審員一致で有罪になると思われたところ、ただ一人、陪審員 8 番だけ

が少年の無罪を主張する。彼は他の陪審員たちに、固定観念に囚われずに

証拠の疑わしい点を一つ一つ再検証することを要求する。  

9 月 22 日（土） 15 時～  組合事務所  
 

≪ 10 月以降の予定≫  
10 月以降、韓国ドラマ「錐」の上映を予定しています。全 12 話ですが、

とりあえず、第 1 話、第 2 話の上映を行い、その結果次第で、連続上映す

るかどうか考えています。是非ご参加を！  

≪背景≫  

韓国社会は 1990 年代に新自由主義の世界体制に編入され、移住労働者、 

女性労働者を＜低賃金＞で活用、労働の＜交渉力＞は急激に減っていった。 

ドラマの舞台となった大型スーパーは 1990 年代後半から増えていき、  

IMF 以降、労働市場に溢れ出始めた女性労働者たちは主にスーパーで  低

賃金と非正規職という悪条件に耐えながら稼いでいた。 直接雇用の正規職

は 10 人に 1 人の割合くらいだった。  さらに「売上が出なければ年齢の高

い女性から順番にクビにする」という強迫を受け、  2000 年代に入ってか

らの大型スーパーは人員を厳粛して費用を減らそうと試みていた。  2003

年フランス資本のスーパー・カルフールのイルドン店での戦いは、占拠闘

争など  512 日間の闘争で、労働組合の幹部たちは解雇となったが、労働組

合の半分以上が勝利  を収めた。労働組合のストライキ闘争が社会的連帯に

繋がり、最後には勝ち取った数少ない事例。  

≪あらすじ≫  

気弱で臆病者だが、生まれつき不義と不合理な状況は我慢できない人物、 

イ・スイン (チ・ヒョヌ )。  最も厳格であるべき軍隊での不条理に耐えられ

なかったスインは結局、除隊を選び、 社会に出て、外資系流通会社に就職、

大型スーパーのマネージャーとして勤務する  ことになる。会社は手段と方

法を選ばず、全面的に非正規販売職を追い出すことに  躍起になっていた。

そんな会社の不義を見ていられず、社会の不条理を結局、突いて  しまった

＜錐＞のようなスイン。  会社からの圧迫と対立という絶望的な状況の中

で、  スインは労働相談所を訪れ、そこでク・ゴシン所長 (アン・ネサン )に

出会い、労働法を  武器に不条理を強要する社会と戦うことになる。抑圧さ

れた社会を＜錐＞のように突き、  労働者たちが忘れたままとなっている、

自らの権利を取り戻してあげようと、スインの戦いが始まる…。  
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「働き方改革」法案成立・労契法 20 条最高裁判決  

労働組合はいかに向き合うか  
 日時： 9 月 15 日（土） 15 時～ 17 時  

 場所：エルおおさか南館 734 号室  
 講師：大阪労働者弁護団  中島光孝弁護士  
 参加費： 500 円  
主催：コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク  

無期雇用をめざせ！更新ストレスさよならキャンペーン  
 

 

シニアグループ企画「農業体験」！  
 最近、高齢者の健康増進、生きがい創出などの面で農の活動が注目され
ています。そこで、シニアグループとして今回兵庫県の農家を訪ね、日本

人にとって身近な主食であるお米の稲刈りを企画しましたので、高齢者だ
けに限らず若い方も是非こぞって参加して下さい。  

日   時： 9 月 29 日㈯～ 9 月 30 日㈰  一泊二日 (雨天は稲刈りは中止 ) 
場   所：兵庫県養父市農家 (仲村書記長の知人の方にお世話になります ) 
交通手段：組合の方のマイカー又は電車 (調整中 ) 

活動予定：29 日の午前中に現地到着し、予めセッティング頂いた田んぼに

て稲刈り体験した後、近所の道の駅にて入浴。そして農家の方
の別宅にて懇親会と宿泊、翌 30 日に帰宅予定。  

持  参  品：汚れても良い作業着、着替え、洗面用具  

そ  の  他：ご家族連れ歓迎。費用は交通費、食事代含めて、お一人 5 千円

前後。  

 

 

産業カウンセラーによるメンタルヘルス相談  
 産業カウンセラーの上田雄二さんが、組合員のメンタルヘルス  

相談に乗ってくれます。上田さんは、労働組合の経験も豊富で、大阪府の

総合労働事務所でも相談員として活躍されていました。  

労働者の立場に立って相談に乗ってもらえます。ストレスで押しつぶされ

そうになっている方、一人で耐え続けていても、出口はありません。お気

軽にご相談ください。  

 相談を希望される方は組合までご連絡を！  相談予定日を調

整します。  
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～メタボ解消！  遊歩会～  

ポンポン山から西国三十三カ所霊場前峰寺
9 月 9 日（日） 9 時 50 分   ＪＲ高槻駅改札  

 

～遊歩会 10 月企画～  

遊歩会最高峰 金剛山にアタック  
10 月 14 日（日） 9 時 50 分   近鉄長野線富田林駅改札  

 

～遊歩会 11 月企画～  

紅葉と奇岩の香落渓から青蓮寺湖へ  
11 月 11 日（日）近鉄鶴橋 9 時 13 分発青山行急行に乗車ください。 

 

 

 

 

 

関西ユニオン 臨時大会 

関西クラフト支部との統合大会 

日時：11 月 18 日（日） 時間未定 

場所：学働館 

 11 月 18 日（日）、関西ユニオンの臨時大会と関西クラフト支部

との統合大会を開催します。関西ユニオンも十数年の歴史に区切

りをつけ、新たな一歩を踏み出すことになると思います。ＫＵ組

合員の皆さんは、こぞってご参加いただくようお願いします。  

 

 


